
渋谷区緑化普及推進事業助成金交付要綱 

 

令和６年４月３０日 制  定 

令和７年２月２１日 一部改正 

令和８年３月９日  一部改正 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、渋谷区みどりの確保に関する条例（昭和５３年渋谷区条例第２０号。以下「条例」

という。）で緑化を義務づけていない３００平方メートル未満の敷地における緑化に係る費用を助成す

ることにより、身近なみどりを創出し、もって区内における緑被率及び緑視率の増加に寄与することを

目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）区民 区内に住所を有する者をいう。 

（２）敷地 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条第１号の敷地をいう。 

（３）建築物等 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号の建築物（以下「建築物」とい

う。）若しくは敷地のいずれか又はこれらを組み合わせたものをいう。 

（４）管理組合等 マンションの管理を行う建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号。 

以下「区分所有法」という。）第３条若しくは第６５条に規定する団体又は区分所有法第４７条第１ 

項（区分所有法第６６条において準用する場合を含む。）に規定する法人及び区分所有法第２５条第 

１項（区分所有法第６６条において準用する場合を含む。）の規定により選任された管理者をいう。 

（５）基盤 植栽の基盤となる植え込み地その他これに類するものをいう。 

（６）基盤面積 三斜求積又はＣＡＤ求積により算出した基盤の面積をいう。ただし、灌水設備等植物の

育成に必要な設備については基盤面積に含めるものとする。なお、０．０１平方メートル未満は切り

捨てるものとする。 

（７）積算面積 別表の緑化の種別ごとに算出される面積をいう。 

（８）緑化判定面積 別表の緑化の種別ごとに算出される面積で助成の基礎とする面積をいう。 

（９）道路等 公道及び私道を問わず通常一般の通行の用に供される道、通路等をいう。 

（１０）接道部 道路等に接する部分をいう。 

（１１）敷地緑化 地上部に樹木を植栽することをいう。 

（１２）壁面緑化 建築物等の壁面等に緑化することをいう。 

（１３）屋上緑化 建築物の屋上の全部又は一部に緑地を造成して、樹木等を植栽することをいう。 

（１４）緑地 敷地、壁面又は屋上によって緑化された土地をいう。 

 

（助成額等） 

第３条 助成については、次に掲げるとおりとする。 



（１）助成の対象となる費用（以下「助成対象経費」という。）は、新たに造園会社等事業者に依頼して

行う植栽工事に伴う樹木、植物、支柱、土壌等基盤構成資材の購入等の費用及び基盤造成に伴う施工

費用とする。ただし、助成金交付対象者が自ら工事等を行った場合は、助成対象経費としないことと

する。 

（２）助成金の額は、前号に該当する費用の２分の１の額とし、１件当たり２０万円を上限とする。ただ

し、算出した助成金の額に１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

（３）助成金の申請は１つの建築物等に対して１会計年度に１回限りとし、助成金の総額は予算の範囲

内とする。 

 

（助成対象者） 

第４条 助成の対象者は、区内の３００平方メートル未満の敷地において、渋谷区「緑化計画作成の手引

き」（以下「手引き」という。）で定められた方法により、新たに緑化判定面積３.０平方メートル以上

の緑化を行おうとする場合に、次の各号のいずれかに該当する者とする。なお、緑化判定面積について

は、手引きの規定にかかわらず、別表の規定が優先する。 

（１）区民又は第１１条に規定する完了報告を行う日までに区民になろうとする者であって、自らが居

住又は所有する区内の建築物等に緑化をしようとする者又は新築の建築物を購入した者 

（２）区内の建築物等で事業を営んでいる個人（以下「個人事業者」という。）で、当該建築物等に緑化

をしようとする者 

（３）区内の管理組合等でその管理組合等が管理する建築物等に緑化をしようとする者 

 

（助成対象の例外） 

第５条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付申請を行うことができ

ないものとする。 

（１）緑化を行う建築物等が共有の場合において、当該緑化及び助成金の申請に係る所有者全員の同意

が得られていないとき。ただし、申請を行おうとする者が民法（明治２９年法律第８９号）第２６５

条に規定する地上権者である場合は、この限りでない。 

（２）渋谷区暴力団排除条例（平成２３年渋谷区条例第２３号）第８条に規定する助成金の交付が暴力団

の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。 

（３）住民税を滞納しているとき。 

（４）建築基準法その他法令、条例等に違反する建築物等に緑化をしようとするとき。 

（５）法令、条例等の規定に基づき緑化をしようとするとき。 

 

（助成金交付の申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、植栽工事の着工前のあらかじ

め区長が指定する日までに、渋谷区緑化普及推進事業助成金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げ

る書類を添えて区長に申請するものとする。 

（１）緑化計画書（別記第２号様式） 

（２）現地案内図及び建築概要書 



（３）緑化計画平面図（建築物等の位置、敷地及び壁面、屋上の植栽基盤等の位置、面積及び長さ、植栽

の位置、種類及び高さ等） 

（４）屋上緑化断面図（屋上緑化用植栽基盤等の種類、構造及びその断面） 

（５）工事の内容に係る内訳のわかる見積書 

（６）現況写真（撮影日がわかるもの） 

（７）申請者が個人事業者である場合は、緑化を行おうとする場所で事業を営んでいることを証する書

類（営業許可書、直近の確定申告書等）の写し 

（８）申請者が管理組合等である場合は、管理組合の現在の理事長又は管理者が管理組合総会で選定さ

れたことを証するものの写し 

（９）緑化を行う建築物等が共有の場合又は自らの所有に属さない場合は、緑化することについての所

有権者全員の同意書（別記２－２号様式） 

（１０）前各号までに掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

 

（助成金交付の申請の特則） 

第７条 新築の建築物を購入した者の助成金の交付の申請については、区と当該建築物の建築主との間

において植栽工事に係る事前協議を完了した後に、その申請をすることができる。 

２ 前項の場合において、建築物の建築主は植栽工事の着工前のあらかじめ区長が指定する日までに事

前協議の申請を区長に行い、その承認をもって事前協議の完了とする。 

３ 第１項の申請及び前項の事前協議について必要な事項は、環境政策部長が別に定める。 

 

（助成金交付の決定） 

第８条 区長は、第６条の規定による申請を受けたときはその内容を審査し、助成金の交付が適当であ

ると認めたときは渋谷区緑化普及推進事業助成金交付決定通知書（別記第３号様式）により、申請者に

通知する。 

２ 区長は、前項の規定による審査の結果、助成金を交付しないことが適当であると認めたときは渋谷

区緑化普及推進事業助成金不交付決定通知書（別記第４号様式）により申請者に通知する。 

３ 区長は、先着順に交付申請書を受け付ける。補助金の総額は予算の範囲内とし、予算残額が助成金の

額を下回る場合は、その時点の予算残額をもって助成金の額とする。 

４ 区長は、必要があると認めるときは、交付決定に関し条件を付すことができる。 

 

（申請内容の変更） 

第９条 前条第１項に規定する通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、交付申請の内容を変

更しようとするときは速やかに渋谷区緑化普及推進事業助成金変更申請書（別記第５号様式）に必要な

書類を添えて区長に提出し、その承認を受けるものとする。 

２ 区長は、前項の助成金変更申請書を受けた場合はその内容を審査し、適当と認めたときは変更を承

認し、渋谷区緑化普及推進事業助成金変更承認通知書（別記第６号様式）により交付決定者に通知す

る。 

 



（申請の取下げ） 

第１０条 交付決定者は、対象工事を中止しようとするときは速やかに渋谷区緑化普及推進事業助成金

取下げ申請書（別記第７号様式）を区長に提出し、その承認を受けるものとする。 

２ 区長は、前項の助成金取下げ申請書を受けた場合はその内容を審査し、適当と認めたときは取下げ

を承認し、渋谷区緑化普及推進事業助成金取下げ承認通知書（別記第８号様式）により交付決定者に通

知する。 

 

（完了報告） 

第１１条 交付決定者は、交付決定のあった日に属する年度の３月１５日（その日が渋谷区の休日を定

める条例（平成元年渋谷区条例第１号）第１条第１項の休日に当たるときは、当該休日の直前の平日）

までに、渋谷区緑化普及推進事業助成金完了報告書（別記第９号様式）に次に掲げる書類を添えて、区

長に報告するものとする。 

（１）緑化完了書（別記第１０号様式） 

（２）現地案内図及び建築概要書 

（３）緑化計画平面図（建築物等の位置、敷地、壁面及び屋上の植栽基盤等の位置・面積・長さ、植栽の

位置・種類・高さ等） 

（４）屋上緑化断面図（屋上緑化用植栽基盤等の種類、構造及びその断面） 

（５）工事の内容に係る内訳のわかる領収書 

（６）工事完了写真（撮影日がわかるもの） 

（７）交付決定者が区民（個人事業者等に該当するものを除く。）の場合は、住民票の写し又は住所が確

認できる書類の写し 

（８）渋谷区緑化普及推進事業助成金交付請求書（別記第１１号様式） 

（９）前各号までに掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

 

（助成金交付の確定及び交付） 

第１２条 区長は、前条の規定による報告を受けたときはその内容の審査及び現地調査等を行い、交付

要件に適合すると認めたときは助成金の交付を確定し、渋谷区緑化普及推進事業助成金交付確定通知

書（別記第１２号様式）により、交付決定者に通知するとともに、速やかに助成金を交付する。 

 

（管理） 

第１３条 前条の助成金の交付を受けた者及び助成を受けた者から緑地の管理を引き継いだ者は次の各

号の責務を負う。 

（１）善良なる管理者としての注意をもってその緑地の適切な維持管理をすること。 

（２）年間を通じて緑を維持すること。 

（３）工事終了後、５年間は緑地を維持すること。 

 

（交付決定の取消し及び助成金の返還） 

第１４条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の



全部又は一部を取消しすることができる。 

（１）虚偽その他不正の手段により、助成金の交付決定を受けたとき。 

（２）この要綱の規定に違反したとき。 

（３）渋谷区暴力団排除条例（平成２３年渋谷区条例第２３号）第８条に規定する助成金の交付が暴力団

の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。 

２ 前項の規定により助成金の交付決定の内容を取消したときは、渋谷区緑化普及推進事業助成金交付

決定取消通知書（別記第１３号様式）により、速やかに交付決定者に通知する。 

３ 第１項の規定により助成金の交付決定を取消した場合において、既に助成金が交付されているとき

は、交付額の全部又は一部について、渋谷区緑化普及推進事業助成金返還請求書（別記第１４号様式）

により、期限を定めて、当該助成金受給者にその返還を命じることができる。 

 

（管理状況報告） 

第１５条 区長は、交付決定者に対し必要に応じて対象緑地の管理状況について、報告を求めることが

できる。 

 

（調査等） 

第１６条 区長は、この要綱による助成金の交付を受けようとする者又は交付を受けた者に対し必要な

調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。 

 

（個人情報の取扱い） 

第１７条 区は、助成事業の実施に当たって知り得た個人情報について、本助成事業の実施に係る目的

にのみ使用する。 

 

（委任） 

第１８条 この要綱の実施に関し必要な事務手続及び文書の様式については、環境政策部長が定める。 

 

   附 則（令和６年４月３０日区長決裁） 

 この要綱は、令和６年５月１日から施行する。 

附 則（令和７年２月２１日区長決裁） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月９日区長決裁） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  



別表（第２条及び第４条関係） 

 緑化判定面積の算出方法 

（１） 敷地緑化 

種類 高さの限度 単位面積 

積算面積 

（本数×単位

面積） 

緑化判定 

面積 
要件等 

高木 

植栽時に 

２．０メートル

以上 

３．０平方

メートル 

本数×３．０

平方メートル 

積算面積 

・基盤の上空が屋根、庇等

で遮蔽されていないこと 

 

・接道部から５メートル以

内で、基盤と接道部との間

に遮蔽物がなく、植栽が直

接見通せること 

 

・竹類は高さに関わらず低

木Ａとみなす 

中木 

植栽時に 

１．５メートル

以上 

２．０メートル

未満 

２．０平方

メートル 

本数×２．０

平方メートル 

低木

Ａ 

植栽時に 

０．６メートル

以上 

１．５メートル

未満 

１．０平方

メートル 

本数×１．０

平方メートル 

低木

Ｂ 

植栽時に 

０．３メートル

以上 

０．６メートル

未満 

０．３平方

メートル 

本数×０．３

平方メートル 

植樹

帯 

植栽時に 

０．２メートル

以上 

密植状態である

こと 

 基盤面積 基盤面積 

・基盤の上空が屋根、庇等

で遮蔽されていないこと 

・接道部から５メートル以

内で、基盤と接道部との間

に遮蔽物がなく、植栽が直

接見通せること 

 

 

  



 

 

（２）生垣緑化   

高さの限度 積算面積 緑化判定面積 要件等 

植栽時に 

０．９メートル

以上 

３．０メートル

以下 

高さ×延長 積算面積 

・基盤の上空が屋根、庇等で遮蔽されていないこと 

・接道部から５メートル以内で、基盤と接道部との

間に遮蔽物がなく、植栽が直接見通せること 

・植栽幅は０．３メートル以上確保すること 

・植栽間隔の目安は樹木の枝葉が重なり合う程度

とする 

 

 

 

（３）壁面緑化 

種類 高さの限度 積算面積 
緑化判定面

積 

要件等 

登はん型 上限１．２メートル 高さ×延長 積算面積 ・接道部から５メートル以内で、基盤

と接道部との間に遮蔽物がなく、植栽

が直接見通せること 

・特殊な植栽専用補助資材を用いる場

合は事前協議を行うこと 

下垂型 上限２．０メートル 高さ×延長 積算面積 

特殊 

上限２．０メートル

（パレット式は資材

の高さ） 

高さ×延長 積算面積 

 

  



 

 

（４）屋上緑化 樹木による算定又は地被植物による算定のいずれか 

種類 高さの限度 単位面積 

積算面積 

（本数×単位

面積） 

緑化判定 

面積 
要件等 

高木 
植栽時に 

２．０メートル以上 

３．０平方メ

ートル 

本数×３．０

平方メートル 

積算面積 

・基盤の上空が屋

根、庇等で遮蔽され

ていないこと 

 

・竹類は高さに関わ

らず低木Ａとみな

す。 

中木 

植栽時に 

１．５メートル以上 

２．０メートル未満 

２．０平方メ

ートル 

本数×２．０

平方メートル 

低木Ａ 

植栽時に 

０．６メートル以上 

１．５メートル未満 

１．０平方メ

ートル 

本数×１．０

平方メートル 

低木Ｂ 

植栽時に 

０．３メートル以上 

０．６メートル未満 

０．３平方メ

ートル 

本数×０．３

平方メートル 

植樹帯 

植栽時に 

０．２メートル以上 

密植状態であること 

 基盤面積 基盤面積 

・基盤の上空が屋

根、庇等で遮蔽され

ていないこと 

・植樹帯の中に樹木

を植栽した場合は、

植樹帯の面積のみ

算定する。 

地被 

植物 

多年草、つる植物、 

０．２メートル未満の

樹木及び菜園 

 

密植部分全体

の面積 
積算面積 

・基盤の上空が屋

根、庇等で遮蔽され

ていないこと 

・樹木との重複算定

は不可 

 

  



別記第１号様式（第６条関係） 

渋谷区緑化普及推進事業助成金交付申請書 

年   月   日 

渋 谷 区 長 殿 

氏  名                 

申請者  住  所                 

電話番号                 

  渋谷区緑化普及推進事業助成金交付要綱第６条の規定に基づき、下記のとおり、必要書類を添付し

助成金の交付を申請します。 

記 

緑 化 場 所 渋 谷 区 

緑化工事期間 着工    年  月  日 完了    年  月  日 

緑化判定面積 ㎡    

助成対象経費（税抜） 円  
助成金交付申請額 

（限度額 200,000 円） 
 円  

同意事項 □ 必要に応じて区職員が特別区民税の納税状況を確認すること。 

 

添付書類 

１．緑化計画書（別記第２号様式）      ２．現地案内図及び建築概要書 

３．緑化計画平面図（建築物等の位置、敷地、壁面及び屋上の植栽基盤等の位置・面積・長さ、植栽の位

置・種類・高さ等） 

４．屋上緑化断面図（屋上緑化用植栽基盤等の種類、構造及びその断面） 

５．工事の内容に係る内訳のわかる見積書   ６．現況写真（撮影日がわかるもの） 

７．申請者が個人事業者である場合は、緑化を行おうとする場所で事業を営んでいることを証する書類

（営業許可書、直近の確定申告書等）の写し 

８．申請者が管理組合等である場合は、管理組合の現在の理事長又は管理者が管理組合総会で選定され

たことを証するものの写し 

９．緑化を行う建築物等が共有の場合又は自らの所有に属さない場合は、緑化することについての所有

権者全員の同意書（別記２－２号様式） 

１０．その他必要な書類                             【裏面あり】 



【裏面】 

 

【区民又は区民になろうとする者の申請】 

 ※区民又は区民になろうとする者の申請については、工事完了後の完了報告時に本人確認書類の提出

が必要です。 

 

 

 

 

 

【申請に当たっての注意事項】 

（１）緑化によって立地上又は構造上の危険が生じないことを確認した上で、申請をしてください。 

（２）この申請に基づく交付決定がなされる前に設置工事の着工をした場合は、助成金の交付を行うこ

とはできません。また、交付対象者が自ら工事を行った場合も、助成金の対象となりません。 

（３）工事完了後に完了報告を行う必要があります。完了報告は全ての必要書類を添えて、交付決定のあ

った日の属する年度の３月１５日（その日が渋谷区の休日を定める条例（平成元年渋谷区条例第１

号）第１条第１項の休日に当たるときは、当該休日の直前の平日）までに行ってください。 

（４）区が緑化状況を確認するため、現地調査等を行います。 

（５）善良なる管理者としての注意をもって５年間その緑地の適切な維持管理をしてください。 

 

 

 

 

 

  



別記第２号様式(第６条関係) 

年  月  日 

   渋 谷 区 長 殿 

 住 所           

申 請 者 氏 名           

電話番号           

 

緑 化 計 画 書 

 

  渋谷区緑化普及推進事業助成金交付要綱第６条の規定に基づき、下記のとおり緑化計画書を提出し

ます。 

記 

 

設 計 者 

住 所   

氏 名   担当者氏名   

電 話   電 話   

緑化場所(住居表示) 渋谷区 

敷
地
の
緑
化
面
積 

基盤 基盤面積 樹木植栽内訳 積算面積 緑化判定面積 

 ㎡    m2 m2 

 ㎡  m2 m2 

 ㎡  m2 m2 

 ㎡  ㎡ ㎡ 

 ㎡   m2 m2 

敷地の緑化判定面積(合計)             m2 

建
築
物
の
緑
化
面
積 

 基盤 基盤面積 樹木植栽内訳 積算面積 緑化判定面積 

屋 上 
 ㎡  ㎡ ㎡ 

 ㎡  ㎡ ㎡ 

壁 面 
 ㎡  ㎡ ㎡ 

 ㎡  ㎡ ㎡ 

  建築物の緑化判定面積(合計)            ㎡ 

緑化計画総面積(敷地＋建築物)                       m2  

緑化完了予定日 年  月  日 

 

  



別記２－２号様式（第６条関係） 

同意書 

年   月   日 

渋 谷 区 長 殿 

氏  名                 

所有権者  住  所                 

電話番号                 

※事業者の場合は、会社名・代表者名 

 

私は、所有する建築物等に、下記のとおり渋谷区緑化普及推進事業助成金交付申請に係る緑化を行う

ことについて同意します。 

 

記 

 

 

申請者 

（氏名） 

 

（住所） 

 

緑化場所 渋谷区 

 

  



 

別記第３号様式（第８条関係） 

第     号 

 年  月  日 

（申 請 者） 

住 所 

氏 名 

渋 谷 区 長        長 谷 部 健 
（公印省略） 

 

渋谷区緑化普及推進事業助成金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで交付申請があった、渋谷区緑化普及推進事業助成金について、同交付要

綱第８条の規定により申請書類の審査を行った結果、下記のとおり、助成金の交付を行うことが適当

であると認められたので通知します。 

 

記 

 

 

１ 交 付 決 定 額            金                  円 

 

２ 助成金交付の条件      

交付決定対象者は、渋谷区緑化普及推進事業助成金交付要綱の規定に従い、以下の要件を満たす必要が

あります。 

（１）交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに渋谷区緑化普及推進事業助成金変更申請書

（別記第５号様式）に必要な書類を添えて渋谷区長に提出し、承認を受けること。 

（２）交付申請を中止しようとするときは、速やかに渋谷区緑化普及推進事業助成金取下げ申請書（別

記第７号様式）を渋谷区長に提出し、承認を受けること。 

（３）交付決定のあった日の属する年度の３月１５日（その日が渋谷区の休日を定める条例第１条第１

項の休日に当たるときは、当該休日の直前の平日）までに渋谷区緑化普及推進事業助成金完了報告

書（別記第９号様式）に必要な書類を添えて渋谷区長に提出すること。 

（４）虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき、上記要綱の規定に違反したとき、助成    

金の交付が暴力団の活動を助長し又は暴力団の運営に資すると認められるときは、助成金の交付決

定の内容を変更するとともに、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を求

めることがあります。 

（５）助成を受けたものは、工事終了後、年間を通じて５年間は緑化部分を維持し、その期間内、善良な

る管理者としての注意をもって管理すること。 

（６）区が必要に応じて行う調査に協力すること。また、資料の提出などを求めることがあります。 



 

別記第４号様式（第８条関係） 

第      号 

 年  月  日 

（申 請 者） 

住 所 

氏 名 

渋 谷 区 長        長 谷 部 健 
（公印省略） 

 

渋谷区緑化普及推進事業助成金不交付決定通知書 

 

 

年  月  日付けで交付申請があった、渋谷区緑化普及推進事業助成金について、同交付要

綱第８条の規定により申請書類の審査を行った結果、下記のとおり助成金の交付を行わないことが適

当であると認められたので通知します。 

 

 

記 

 

  交付しないことを決定した理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 合 せ 先 

  



別記第５号様式（第９条関係） 

 

渋谷区緑化普及推進事業助成金変更申請書 

 

年   月   日 

 

渋 谷 区 長 殿 

氏  名                 

申請者  住  所                 

電話番号                 

    年 月 日付で交付決定があった、渋谷区緑化普及推進事業助成金について、下記のとおり、申

請内容に変更が生じたので、同交付要綱第９条に基づき、関係書類を添えて変更申請を行います。 

記 

 

交付決定年月日 令和 年  月  日 交付決定番号 第       号 

助 成金 の交 付決 定額                               円 

変 更 後 の 助 成 金 の 

交 付 申 請 額 
                              円 

緑化面積等助成事業の 

内 容に 係る 変更 内容 
 

理     由  

添 付 書 類  

  



別記第６号様式（第９条関係） 

第   号 

 年  月  日 

（申 請 者） 

住 所 

氏 名 

渋 谷 区 長        長 谷 部 健 
（公印省略） 

 

渋谷区緑化普及推進事業助成金変更承認通知書 

 

 

年  月  日付けで変更申請があった、渋谷区緑化普及推進事業助成金について、同交付要

綱第９条により申請書類の審査を行った結果、下記のとおり助成金の交付を行うことが適当であると

認められたので承認結果について通知します。 

 

 

記 

 

変更後助成金交付決定額                               円 

変更内容  

承認結果  

   

 

 

  



別記第７号様式（第１０条関係） 

 

渋谷区緑化普及推進事業助成金取下げ申請書 

 

年   月   日 

渋 谷 区 長 殿 

氏  名                 

申請者  住  所                 

電話番号                 

  

 

年  月  日付けで交付決定があった渋谷区緑化普及推進事業助成金について、下記のと

おり申請を取下げたいので、同交付要綱第１０条に基づき、交付取下げ申請を行います。 

 

 

記 

 

１  交  付  決  定  番  号        第         号 

 

 

２  取 下 げ の 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別記第８号様式（第１０条関係） 

第   号 

 年  月  日 

（申 請 者） 

住 所 

氏 名 

渋 谷 区 長        長 谷 部 健 
（公印省略） 

 

渋谷区緑化普及推進事業助成金取下げ承認通知書 

 

 

年  月  日付けで取下げ申請があった、渋谷区緑化普及推進事業助成金について、同交付

要綱第１０条の規定により申請書類の審査を行った結果、取下げを承認することが適当であると認め

られたので承認結果について通知します。 

 

記 

 

 

１  交 付 決 定 番 号          第          号 

 

 

２  取 下 げ 承 認 成 金 額                      円 

 

 

 

 

  



別記第９号様式（第１１条関係） 

渋谷区緑化普及推進事業助成金完了報告書 

年   月   日 

渋 谷 区 長 殿 

氏  名                 

申請者  住  所                 

電話番号                 

     年  月  日付け第   号により渋谷区緑化普及推進事業助成金の交付決定があった緑

化工事が完了したので、同交付要綱第１１条に基づき、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

記 

緑 化 場 所 渋 谷 区 

緑化工事完了日  年  月  日 緑化判定面積 ㎡  

助成対象経費（税抜） 円  
助成金交付申請額 

（限度額 200,000 円） 
 円  

同意事項 □ 区職員が緑化状況を確認するため、現地調査等を行うこと。 

 

添付書類 

１．緑化完了書（別記第１０号様式） 

２．現地案内図及び建築概要書 

３．緑化計画平面図（建築物等の位置、敷地、壁面、屋上の植栽基盤等の位置・面積・長さ、植栽の位置・

種類・高さ等） 

４．屋上緑化断面図（屋上緑化用植栽基盤等の種類、構造及びその断面） 

５．工事の内容に係る内訳のわかる見積書 

６．工事完了写真（撮影日がわかるもの） 

７．交付決定者が区民（個人事業者等に該当するものを除く。）の場合は、住民票の写し又は住所が確認

できる書類の写し 

８．渋谷区緑化普及推進事業助成金交付請求書（別記第１１号様式） 

９．前各号までに掲げるもののほか、区長が必要と認める書類  



別記第１０号様式（第１１条関係） 

年  月  日 

   渋谷区長 殿 

 住 所           

申 請 者 氏 名           

電話番号           

緑 化 完 了 書 

 

 渋谷区緑化普及推進事業助成金交付要綱第１１条の規定に基づき、下記のとおり緑化完了書を提出し

ます。 

 

記 

 

設 計 者 

住 所   

氏 名   担当者氏名   

電 話   電 話   

緑化場所(住居表示) 渋谷区 

敷
地
の
緑
化
面
積 

基盤 基盤面積 樹木植栽内訳 積算面積 緑化判定面積 

 ㎡    m2 m2 

 ㎡  m2 m2 

 ㎡  m2 m2 

 ㎡  ㎡ ㎡ 

 ㎡   m2 m2 

敷地の緑化判定面積(合計)             m2 

建
築
物
の
緑
化
面
積 

 基盤 基盤面積 樹木植栽内訳 積算面積 緑化判定面積 

屋 上 
 ㎡  ㎡ ㎡ 

 ㎡  ㎡ ㎡ 

壁 面 
 ㎡  ㎡ ㎡ 

 ㎡  ㎡ ㎡ 

  建築物の緑化判定面積(合計)            ㎡ 

緑化計画総面積(敷地＋建築物)                       m2  

緑化竣工総面積                            m2  

緑化完了日 年  月  日 

 



別記第１１号様式（第１１条関係） 

 

渋谷区緑化普及推進事業助成金交付請求書 

 

年   月   日 

渋 谷 区 長 殿 

氏  名                 

申請者  住  所                 

電話番号                 

   年  月  日付けで交付決定があった、渋谷区緑化普及推進事業助成金について、同交付要綱

第１１条の規定に基づき、下記のとおり助成金の交付を請求します。 

記 

 

交付決定年月日   年    月    日 

決定通知番号 第                    号 

助成金の交付決定額 円      

助成金交付請求額 円      

振 込 希 望 口 座 

振込先金融機関 口座種別 口座番号 

銀行 

本店 

１ 普通 

       信金 ２ 当座 

信組 

支店 

３ 貯蓄 

（       ） ４ その他 ※右詰めで記入 

フリガナ  

口座名義人 

（申請者と同一に限る） 
 

  



別記第１２号様式（第１２条関係） 

第   号 

 年  月  日 

（申 請 者） 

住 所 

氏 名 

渋 谷 区 長        長 谷 部 健 
（公印省略） 

 

 

渋谷区緑化普及推進事業助成金交付確定通知書 

年  月  日付けで完了報告があった、渋谷区緑化普及推進事業助成金について、同交付要

綱第１２条の規定により報告書類の審査を行った結果、以下のとおり助成金交付額を確定したので通

知します。 

 

 

 

記 

 

 

１ 交 付 確 定 額            金                  円 

              

 

２ 交 付 条 件 等    

渋谷区緑化普及推進事業助成金交付要綱の規定に従い、以下の要件を満たす必要があります。 

（１）虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき、上記要綱の規定に違反したとき、助成

金の交付が暴力団の活動を助長し又は暴力団の運営に資すると認められるときは、助成金の交付決

定の内容を変更するとともに、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を求

めることがあります。 

（２）助成を受けた者は、年間を通じて緑を維持し、工事終了後、５年間は緑地を維持し、その期間内、

善良なる管理者としての注意をもって管理すること。 

（３）区が必要に応じて行う調査に協力すること。また、資料の提出などを求めることがあります。 

 

 

  



別記第１３号様式（第１４条関係） 

第   号 

 年  月  日 

（申 請 者） 

住 所 

氏 名 

渋 谷 区 長        長 谷 部 健 
（公印省略） 

 

 

渋谷区緑化普及推進事業助成金交付決定取消通知書 

年  月  日付けで交付決定した、渋谷区緑化普及推進事業助成金について、下記のとおり

助成金交付決定を取消します。 

 

 

 

記 

 

 

１  交 付 決 定 番 号      第          号 

 

 

２  交付決定取消金額等                 円 

 

    

 

 

３  交 付 取 消 理 由 

 

 

 

４  問 合 せ 先 

  



別記第１４号様式（第１４条関係） 

第   号 

 年  月  日 

（申 請 者） 

住 所 

氏 名 

渋 谷 区 長        長 谷 部 健 印 

 

 

渋谷区緑化普及推進事業助成金返還請求書 

 

 

年  月  日付けで交付決定取消通知を行った渋谷区緑化普及推進事業助成金について、同

交付要綱第１４条の規定により、下記のとおり交付済み助成金の返還を命じることに決定したので請

求します。 

 

 

 

記 

 

１ 交付決定取消金額等 

    

 

 

 

 

 

２  返 還 方 法 

別添の納付書により、書面に記載の納付期限までに金融機関に支払い手続きを行ってください。 

 

３  納 付 期 限              年     月     日 

 

４  問 合 せ 先 

 

交付済みの助成金額 返還を求める額 

円  円  


